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このような方を

ご存知の方へ

一人で悩まないで。

まずご相談を。

戸籍に記載されるための手続きをご案内します。秘密は必ず守ります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html 上記以外にも相談窓口があります。
詳しくは、上記お近くの無戸籍相談窓口にお問合せください。
受付時間　平日　8：30～17：15


